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7 出席 加藤　勇 出席 飯野　義男 出席

8 出席 塚越　秀夫 出席 伊藤　清 出席

9 出席 武井　正夫 出席 三ツ木　宏之 出席

10 出席 卯月　良治 欠席

11 出席 金子　善行 出席
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令和2年第2回鴻巣市農業委員会定例会会議録
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開会場所 　鴻巣市川里農業研修センター会議室

開　　　会 　令和２年2月25日　　午後2時32分
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【会長代理】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顛末 

開会 午後２時３２分 

 

これより、令和２年第２回鴻巣市農業委員会定例会を開会します。 

 

本日の定例会は農業委員１３名中、１３名出席ですので定例会は成立しており

ます。 

議案書の訂正はありますか。 

 

議案書の訂正が１ヵ所あります。 

議案書２ページ 議案第４号の番号１１の転用目的につきまして、「資材置場」

とありますが、正しくは「資材置場及び駐車場」ですので、訂正をお願いしま

す。 

 

続きまして、議事録署名人の指名をします。番号１番 金子 一男 委員・番

号２番 渡邊 秋夫 委員にお願いします。 

 

これより議案審議に入ります。 

議案第３号 農地法第３条の規定に関する件について上程いたします。 

事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第３号 農地法第３条の規定に関する件 

所有権の移転 ２件 ９筆 

 

番号７については、農地中間管理機構の特例事業として、農地中間管理機構で

ある公益社団法人埼玉県農林公社が離農農家や規模縮小農家から農地を買い入

れ、規模拡大を図る農業者に対して農地の売渡しを行うという農業経営基盤強

化促進法第７条の規定に基づく事業です。県営ほ場整備事業である鴻巣・行田

地区の土地改良事業の区域内の農地です。現在、受人を含めた各耕作者への農

地集積を目的とする換地計画に基づく工事を実施中ですが、工事完了後は、換

地後の農地において水稲を作付する計画となっています。 

 

番号７ （受人） 

（渡人） 
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【議長】 

 

 

【川邉  晃    

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井 清作    

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

受人は〇〇地区で稲作を中心とした農業経営を行っています。経営規模を拡大

したく本申請地を譲り受けるための申請です。申請地における小作人は存在し

ません。また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。受

人本人も含めた世帯員の農作業従事日数は３００日であり、農作業に常時従事

していると認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は１６３．

２６アールであり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅から申

請地までは約〇〇〇メートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請地を

効率的に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号には

該当しないため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号７について調査してまいりました。受人は、稲作を中心とした農業経営を

行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営規模拡大を図る

ため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受人が耕作

する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思われます

ので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号７について調査してまいりました。受人は〇〇地区における農業者です。

今回、本申請地を譲り受けることにより、〇〇区域内の農地等の利用の最適化

として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、問題はない

と思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号８について内容説明を事務局にお願いいた

します。 
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【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【川邉  晃    

農業委員】 

 

 

 

 

番号８ （受人） 

 （渡人） 

受人は市内に事業所を置く農地法第２条第３項の要件を満たす農地を所有する

ことのできる農地所有適格法人です。 

農地法第２条第３項の要件とは、具体的には、 

１ 法人形態要件として、農事組合法人・株式会社・合名会社・合資会社・合

同会社のいずれかであること。 

２ 事業要件として、法人の主たる事業が農業とその農業に関連する事業であ

ること。 

３ 議決権要件として、誰でも農地所有適格法人の候補者になれるが、その法

人の総議決権又は総社員の過半は、（１）農地の権利提供者（２）その法人の農 

業の常時従事者（原則として年間１５０日以上従事）（３）基幹的な農作業を委

託した個人（４）地方公共団体、農協、農地中間管理機構等であること。 

４ 役員要件として、農地所有適格法人の理事等の過半は法人の農業に常時従

事（原則年間１５０日以上）する構成員であること。その法人の理事等又は法

人の農業について権限と責任を有する使用人のうち１人以上の者が法人の農作

業に従事（原則年間６０日以上）すること。 

となっております。 

本申請は、経営規模を拡大したく本申請地を譲り受けるための申請です。申請

地における小作人は存在しません。また、受人が現在保有している農地はすべ

て耕作されております。また、申請地の取得後における農地の経営面積は３５

１２．８７アールであり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅

から申請地までは約３．３キロメートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、

申請地を効率的に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号８について調査してまいりました。受人は、稲作を中心とした農業経営を

行っております。今回の申請地において、枝豆等を作付し、経営規模拡大を図

るため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受人が耕

作する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思われま

すので、問題はないと思います。 
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【議長】 

 

 

【新井 憲一    

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号８について調査してまいりました。受人は〇〇地区における認定農業者で

す。今回、本申請地を譲り受けることにより、〇〇区域内の農地等の利用の最

適化として、農業者への農地利用の集積・集約化が推進されますので、問題は

ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第３号について原案のとおり

決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第３号について原案のとおり決

定いたしました。続きまして、議案第４号 農地法第５条の規定による転用許

可申請について上程します。事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第４号 農地法第５条の規定による転用許可申請 

所有権の移転   ４件 １７筆 

使用貸借権の設定 ２件 ２１筆 

地上権の設定   ２件  ３筆 

 

番号７（受人） 

 （渡人） 

受人は、現在、市外で不動産業等を営んでいます。鴻巣市内に長屋住宅敷地を

探したところ、開発規模、住環境ともに条件の合う本申請地を譲り受ける話が

まとまり、長屋住宅を建築し、それにともない道路用地を設置するため申請す

るものです。 
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【議長】 

 

 

【川邉  晃    

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井 清作    

推進委員】 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【酒巻 貞夫    

農業委員】 

 

【事務局】 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号７について調査してまいりました。申請地は相当数の街区を形成している

区域内の農地であるため、農地区分は第２種農地に該当すると判断します。申

請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本案件の事業目的を達成でき

るとは認められません。長屋住宅を建築し道路用地を設置するということで、

周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号７について調査してまいりました。申請地には長屋住宅を建築し道路用地

を設置するということですが、隣接する農地はありません。また、雨水は宅内

浸透処理とし、生活排水については合併浄化槽にて処理した後、○○○○○○

の北側の前面道路に横断暗渠を設置して、その先の水路に放流します。このた

め、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件

に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

本案件の転用目的は長屋住宅ということですが、アパートとの違いは何です

か？ 

 

違いについて確認し、第３回の農業委員会で回答します。 

 

次に番号８について内容説明を事務局にお願いいたします。 

 

番号８ （受人） 

（渡人） 

受人は今回、農家住宅の建て替えを計画したところ、現在、農家住宅への進入

路として利用している道路が建築基準法上の道路接道要件を満たしていないこ

とが判明しました。このため、現在の法定外道路と合わせて道路幅員４ｍとし、



6 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【 薊  勇    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【長島 依子    

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

道路接道要件を満たして農家住宅の建て替えを行うため、進入路として申請す

るものです。なお、進入路として転用した後、申請地を鴻巣市に寄付採納する

計画です。このことについて、道路課との事前協議は済んでおります。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号８について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は第１種農地（原

則不許可農地）に該当すると判断します。しかし、「既存の施設の拡張（拡張に

係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないものに

限る。）」という、第１種農地の不許可の例外に該当することから、例外的に許

可することができると判断します。進入路として利用するということで、周り

の農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号８について調査してまいりました。申請地には進入路として利用するとい

うことですが、許可申請にともない分筆した残りの農地については、渡人が耕

作するとのことです。このため、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化

の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思いま

す。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号９について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号９（受人） 

（渡人） 

受人は、市外で建築業を営んでいます。事業拡大にともない既存の資材置場が
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【議長】 

 

 

【金子 一男    

農業委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【荒川  功    

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【酒巻 貞夫    

農業委員】 

 

【事務局】 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

手狭となり、近隣で土地を探したところ、既存の資材置場に隣接する本申請地

を譲り受ける話がまとまり申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号９について調査してまいりました。申請地は、「駅、市町村役場等から３０

０メートル以内の区域内の農地」であるため、農地区分は第３種農地（原則許

可農地）に該当すると判断します。資材置場を設置するということで、周りの

農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号９について調査してまいりました。隣接する農地との境界には土留め用の

鉄板とフェンスを設置します。なお、許可申請にともない、分筆した残りの農

地については、渡人が耕作するとのことです。このため、転用後も当該地域内

の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれが

なく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

本案件の転用目的は資材置場ですが、建築に係る作業は行ってはいけないので

すか？ 

 

必要に応じて一時的に行う分には仕方ないと考えています。 

 

次に番号１０について内容説明を事務局にお願いいたします。 

 

番号１０（受人） 

 （渡人） 

受人は、現在、市外で不動産業を営んでいます。鴻巣市内に建売住宅敷地を探

したところ、開発規模、住環境ともに条件の合う本申請地を譲り受ける話がま

とまり、建売住宅６棟を建築し、販売促進のための看板を設置するため申請す
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【議長】 

 

 

【酒巻 貞夫    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【大賀 文吉    

推進委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

るものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１０について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以

外の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいず

れの要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に

該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本

案件の事業目的を達成できるとは認められません。建売住宅６棟を建築し、販

売促進のための看板を設置するということで、周りの農地への影響もなく、転

用目的・資力とも問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号１０について調査してまいりました。申請地には建売住宅６棟を建築し、

販売促進のための看板を設置するということですが、隣接農地との境界にはブ

ロックを設置します。また、雨水は宅内浸透処理とし、生活排水については合

併浄化槽にて処理した後、道路側溝に放流します。なお、許可申請にともない、

分筆した残りの農地については、渡人が耕作するとのことです。このため、転

用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障

の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号１１について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号１１（受人） 

（渡人） 
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【議長】 

 

 

【金子 一男    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【栗原 弘喜    

推進委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

受人は、現在市内で造園業等を営んでいます。これまで資材置場及び駐車場と

して借りていた土地を令和２年４月に返却することになったため、新たに土地

を探したところ、本申請地を譲り受ける話がまとまり申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１１について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は第１種農地

（原則不許可農地）に該当すると判断します。しかし、「住宅その他申請に係る

土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集

落に接続して設置されるもの」という、第１種農地の不許可の例外に該当する

ことから、例外的に許可することができると判断します。資材置場及び駐車場

を設置するということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問

題ありません。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号１１について調査してまいりました。申請地は、資材置場及び駐車場を設

置するということですが、隣接農地との境界には柵とコンクリートブロックを

設置します。このため、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や

周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号１２と番号１３については受人・渡人及び

転用目的が同一案件のため一括して内容説明を事務局にお願いいたします。 

 

番号１２・１３ （受人）     （渡人） 

受人は、現在市外で不動産業等を営んでおりますが、C0₂削減という社会的要請

と事業の拡大を図るため、太陽光等の自然エネルギーによる発電事業として、
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【議長】 

 

 

【 薊  勇    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【中根 新一    

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【酒巻 貞夫    

農業委員】 

 

【事務局】 

 

今回、太陽光発電設備の設置を計画し、土地を探したところ、本申請地を借り

受ける話がまとまり申請するものです。太陽光パネルを番号１２が１１０枚、

番号１３は１３８枚を設置し、発電の規模は番号１２が３５．２ｋＷ、番号１

３は４４．１ｋＷの設備を計画しております。なお、経済産業省の設備認定並

びに東京電力への接続申込につきましては、今回の許可申請に先立ち手続きは

済んでおります。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１２・１３について調査してまいりました。申請地は〇〇〇〇〇を中心と

する半径１キロメートル以内の円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内に

ある宅地の面積の割合が４０％を超える区域内の農地であるため、農地区分は

第２種農地に該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供する

ことにより本案件の事業目的を達成できるとは認められません。太陽光発電設

備を設置するということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも

問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号１２・１３について調査してまいりました。申請地には太陽光発電設備を

設置するということですが、隣接する農地との境界には素掘り及びフェンスを

設置します。また、申請地には防草シートを敷き、定期的に除草作業を行いま

す。このため、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地

の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

本案件の権利の種類は地上権となっていますが、賃借権ではないのですか？ 

 

 

許可申請時に代理人に権利の種類について確認を行い、譲受人及び譲渡人の双

方が同意していると伺っています。 
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【議長】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【金子 一男    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【栗原 弘喜    

推進委員】 

 

 

 

 

 

 

 

次に番号１４について内容説明を事務局にお願いいたします。 

 

番号１４（受人）     （渡人） 

本申請は農地改良による一時転用の申請です。低地で水はけが悪く耕作しにく

い状態のため、申請地所有者が土木業を営む〇〇〇に農地改良を依頼し、耕作

の効率向上を図るための申請です。受人は良質土で埋め立てを行い、工事期間

は９ヵ月となっております。また、農地改良にともない「埼玉県土砂の排出、

たい積等の規制に関する条例」に基づき手続きが必要となる土砂のたい積許可

申請については、埼玉県中央環境管理事務所へ申請済みです。なお、農地改良

完了後、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が麦を作付けする計画となって

おります。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を〇〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１４について調査してまいりました。申請地は、農用地区域内農地（原則

不許可農地）に該当します。しかしながら、本申請は農地改良をするための一

時転用で工事期間も９ヵ月となっております。耕作可能な良質土で埋め立てし

周辺農地に被害を及ぼさないようにする旨の誓約書も添付されており問題ない

と判断します。工事期間は９ヵ月間とのことですので周辺に与える影響もなく、

また、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と

認められるため、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に〇〇区域担当の推進委員の方から意見をお願い

いたします。 

 

番号１４について調査してまいりました。本申請は、良質土で埋め立てて農地

改良を行うということですが、施工者は、埼玉県の「農地改良等の取扱いに関

する要綱」、「鴻巣市埋立て等に関する指導要綱」等に基づいて農地改良を行い

ます。また、農地改良完了後は、農地所有適格法人である○○○○○○が借り

受け、麦を作付けする計画となっております。このため、転用後も当該地域内

の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれが

なく、問題ないと思います。 
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

【島田  豊    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

【渡邊秋夫   

農業委員】 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第４号について原案のとおり

決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第４号について原案のとおり許

可相当ということで県知事に意見を送付いたします。 

続きまして、議案第５号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証

明願について上程いたします。番号１について内容説明を島田豊農業委員にお

願いいたします。 

 

議案第５号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願 

番号１  買取申出人   

     申出事由    

     申出生産緑地          畑  ３６９㎡ 外３筆 

                         合計 ２，０８０㎡ 

この件につきまして、令和２年２月１７日に事務局とともに調査したところ、

申出事由の生じた者が、農業を継続して行っていたと認め、農業の主たる従事

者と認定してよろしいと思います。 

 

ただいまの説明について質問を求めます。何かご質問はございませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号２について内容説明を渡邊秋夫農業委員に

お願いいたします。 

 

 

番号２  買取申出人   

     申出事由    
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【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

     申出生産緑地             畑 ２５０㎡ 

この件につきまして、令和２年２月１８日に事務局とともに調査したところ、

申出事由の生じた者が、農業を継続して行っていたと認め、農業の主たる従事

者と認定してよろしいと思います。 

 

ただいまの説明について質問を求めます。何かご質問はございませんか。 

 

（質問なし） 

 

それでは採決を行います。議案第５号について、原案通り承認することに賛成

の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第５号は原案のとおり承認いた

します。続きまして、議案第６号 農地中間管理事業に係る鴻巣市農用地利用

集積計画について上程いたします。本議案には〇〇〇〇推進委員が貸付人とな

っている申出が含まれています。農業委員会等に関する法律第３１条の規定に

より農業委員は自己又は同居の親族もしくはその配偶者に関する事項について

は、その議事に参与することが出来ないことになっております。また、農地利

用最適化推進委員につきましても、同法同条による議事参与制限を適用させる

ことが望ましいと考えられることから、〇〇〇〇推進委員は、当該議案の審査

開始から終了まで退席していただきます。 

 

（指名された委員１名の退出） 

 

それでは事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第６号 農地中間管理事業に係る鴻巣市農用地利用集積計画について 

賃借権の設定    １７７件 ５９０筆 ５２０，０００．０２㎡ 

使用貸借権の設定    ３件   ３筆   １，３３８．１１㎡  

について令和２年２月１０日付けで鴻巣市及び鴻巣市農業委員会に申し出があ

りました。農業委員会での決定後、鴻巣市で鴻巣市農用地利用集積計画の公告

を行うことにより、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得することとなり
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

 

ます。 

 

事務局による議案説明が終わりました。ただいまから質疑に入らせていただき

ます。何かご質問ございませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第６号について原案のとおり

決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので議案第６号について原案のとおり決定

いたしました。 

 

（退出した委員１名の入室） 

 

続きまして、会長専決規程第３条による専決事項を報告いたします。 

 

令和２年１月１１日～令和２年２月１０日受付分 

農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出 

           １件  １筆         １６０㎡ 

農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出 

所有権の移転    ５件  ８筆   １，５２２．０４㎡ 

使用貸借権の設定  ２件  ２筆        ６５０㎡ 

合計届出件数    ８件 １１筆   ２，３３２．０４㎡ 

また、 

農業用倉庫に係る届出 １件  １筆         １８２㎡ 

これらは、全て会長専決でございます。 

次に、農地法第５条の規定による農地転用許可申請の取下げについて、事務局

より報告をお願いいたします。 

 

農地法第５条の規定による農地転用許可申請の取下げについて、２件の報告を

いたします。 

（受人） 
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【議長】 

 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

 

【会長代理】 

 

 

 

 

（渡人） 

（土地の所在）          畑 ３４２㎡ 

この件につきましては、令和元年９月１０日付けで農地法第５条の規定による

農地転用許可申請を受けましたが、その後、申請内容に変更が生じたため、令

和２年２月７日付けで許可申請の取下願が提出され、受理しました。 

次に、 

（受人） 

（渡人） 

（土地の所在）         畑 ２２３㎡ 外１筆 合計３９２㎡ 

この件につきましては、令和元年９月１０日付けで農地法第５条の規定による

農地転用許可申請を受けましたが、その後、申請内容に変更が生じたため、令

和２年２月７日付けで許可申請の取下願が提出され、受理しました。 

 

続いて、その他の件について、農業委員及び推進委員又は事務局よりご報告お

願いいたします。 

まず、農業委員の方から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

次に、推進委員の方から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

最後に事務局から何かありますか。 

 

・３月２５日（水）開催の除外審議会について 

 

これをもちまして、令和２年第２回定例会を閉会いたします。 

なお、次回の定例会は令和２年３月２５日（水）午後２時００分より、場所は

川里農業研修センター会議室にて開催します。 

 

 

閉会  午後３時２７分 

 

 


